
 

 

 

 

 

 令和８年度山梨県立甲府支援学校高等部の入学者の選抜は、山梨県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項

に定めるところの他、この要項に定めるところにより実施する。 

 

第１ 募集定員  

高等部 普通科（肢体不自由）   ８名   

（病弱）      ８名   

普通科（重複障害）   若干名 

 

第２ 出願資格 

保護者とともに山梨県内に住所を有する者で、次の要件に該当するものとする。 

 ・学校教育法施行令第２２条の３に規定する肢体不自由者又は病弱者（病弱以外の障害を併せ有していな

い者）で、次の各号のいずれかに該当する者 

１ 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部を卒業した者又は令和８年３月 

卒業見込みの者 

２ 中学校卒業見込者等 

３ 本校の学校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

学校教育法施行令第２２条の３（肢体不自由者） 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困

難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度の

もの      

 

学校教育法施行令第２２条の３（病弱者） 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を

必要とする程度のもの  

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

 

第３ 出願方法 

１ 出願の制限 

(1) 「山梨県立特別支援学校通学区域等に関する規則」に定める以下の通学区域の学校とする。 

西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市 

(2) 次の者の扱いについては、令和８年度山梨県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項の別記２「通学

区域外又は県外からの出願（盲学校等）」による。 

  ① 他の都道府県及び県内の通学区域外から入学を志願する者 

  ② 通学区域外から県内の児童福祉施設等に措置入所若しくは契約入所し入学を志願する者 

 

 

２ 出願期間及び受付時間 

(1) 出願期間 

令和８年２月１２日（木）から１３日（金）、同月１６日（月）から１７日（火）（受付：午前９時～

午後４時）及び同月１８日（水）（受付：午前９時～正午）とする。 

なお、「第３ 出願方法」の要件１-(2)に該当する者の申請期間は、令和８年１月２６日（月）から２

令和８年度山梨県立甲府支援学校高等部入学者選抜実施要項 



 

 

８日（水）（受付：午前９時～午後４時）及び同月２９日（木）（受付：午前９時～正午）とする。 

(2) 出願は原則として保護者が行う。 

(3) 出願は山梨県立甲府支援学校事務室で受け付ける。 

(4) 受検票は、出願書類の受理後に発行する。 

 

３-１ 出願手続（肢体不自由） 

(1) 志願者は、次に掲げる書類を学校長に提出する。 

➀ 入学願書（甲支様式１） 

  写真（入学願書に貼付） 

  令和７年１２月１日以降に撮影した、縦４cm×横３cmの上半身、正面、脱帽のもの。 

  裏面に学校名及び氏名を記載すること。 

   ② 調査書（甲支様式３－A、３－B、３－C） 

  ➂ 住民票の写し 

     本人及び保護者に関するもので、令和８年１月以降発行の表面に個人番号が記載されていないもの。 

   ④ 健康診断票（甲支様式２） 

     本校指定様式（整形外科医発行の健康診断票）で、令和８年１月以降に受診したもの（本校中学部を

令和８年３月卒業見込みの者を除く。） 

(2) 「第２ 出願資格」の要件３に該当する者は、(1)の書類のうち、調査書にかえて、学習成績証明書又 

はその提出不能を証明する書類を提出する。 

(3) 施行令第２２条の３に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、又は病弱者の障害を併せ有する

者は、別途本校の校長が求める書類についても提出する。 

(4) 必要書類の配付 

    入学願書等出願に必要な書類は、令和７年１１月１４日（金）の入学者選抜説明会において配付する。 

(5) 受検票の送付 

    願書受理の後、資格審査を行い、受検票と検査日当日の日程について、文書で送付する。 

 (6) 入学審査料 

    無料とする。 

 

３-２ 出願手続（病弱者） 

(1) 志願者は、次に掲げる書類を本校の校長に提出する。 

 ➀ 入学願書（甲支様式１） 

 写真（入学願書に貼付） 

 令和７年１２月１日以降に撮影した、縦４cm×横３cmの上半身、正面、脱帽のもの。 

 裏面に学校名及び氏名を記載すること。 

   ➁ 調査書（甲支様式３－A） 

   ➂ 住民票の写し 

     本人及び保護者に関するもので、令和８年１月以降発行の表面に個人番号が記載されていないもの 

   ➃ 健康診断票 

     令和８年１月以降に受診した病弱を証明する医師の診断書（様式８） 

   ⑤ その他、本校において必要な書類 

     受検に係る状況説明書【病弱者用】（甲支様式４） 

     （山梨県総合教育センターの発行する検査結果を添付すること） 

     ※ただし、山梨県総合教育センターより所見が出た場合は、出願資格に該当しない。 

(2) 「第２ 出願資格」の要件３に該当する者は、(1)の書類のうち、調査書にかえて、学習成績証明書又

はその提出不能を証明する書類を提出する。 

(3) 必要書類の配付 

    入学願書等出願に必要な書類は、令和７年１１月１４日（金）の入学者選抜説明会において配付する。 

(4) 受検票の送付 

    願書受理の後、資格審査を行い、受検票と検査日当日の日程について、文書で送付する。 

 (5) 入学審査料 

    無料とする。 

 



 

 

 

４ 調査書作成上の注意事項 

「令和８年度山梨県公立高等学校入学者選抜実施要項」に準ずる。 

 

５ 出願上の留意事項 

(1) 出願書類の志願者氏名 

① 志願者が作成する書類の署名欄については、住民票記載の文字（指導要録と一致する：以下「本名」

という。）で記載すること。なお、外国籍生徒等で本名が長くなる場合は、入学願書に明記することで

本名を省略した氏名（以下：略称という。）の使用を可とする。 

② 受検に際して略称を使用する外国籍生徒等は、入学願書の署名欄に、本名の後ろに（ ）を付して略

称を併記する。なお、受検票には略称のみ記入すること。 

③ 中学校長等が作成する書類の志願者氏名について、志願者が特定できる場合は略字や略称の使用も可

とする。なお、外国籍生徒等が略称を使用する場合には、調査書の「その他特記事項」に本名と上記②

の略称を併記すること。 

(2) 志願者は、令和７年１２月２６日（金）までに、山梨県立甲府支援学校の教育相談を予め受けるものと

する。（本校中学部を令和８年３月卒業見込みの者を除く。） 

(3) 書類に不備がある場合は、全てを整えてから再提出となる。 

 

第４ 入学検査 

１ 受検者 
志願者全員とする。  

 

２ 検査期日 

   令和８年３月４日（水） 開始時刻については別途定める。 

  

３ 検査会場 

  山梨県立甲府支援学校 

   甲府市下飯田二丁目１０－３    電話（０５５）２２６－３３２２ 

 

４ 検査内容 
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甲 府 支 援 学 校 普通科 ○   ○    ○ ○  

 ※受検者の障害及び健康状態に応じ、検査内容を変更（書類審査等）又は一部免除することがある。 

 

５ 検査の実施 

   検査会場の管理及び結果の処理の責任者は本校の校長とし、係員は山梨県立甲府支援学校の教職員をもっ

て充てる。 

 

第５ 選抜の方法 

本校の校長は、中学校長又は保護者から提出された志願者の健康診断票その他必要な書類と入学検査の結

果を資料として総合判定し、選抜する。 

 

第６ 入学許可予定者の発表 

    令和８年３月１２日（木）午前１１時、山梨県立甲府支援学校において入学許可予定者の受検番号を発表



 

 

し、本校のホームページに掲載するとともに、入学許可予定者に通知する。 

第７ 再募集 

１ 出願資格 

(1) 「第２ 出願資格」に該当する肢体不自由及び病弱の単一障害者 

(2) 県内公・私立高等学校を受検し、出願時にいずれの高等学校及び特別支援学校にも合格していない者  

 

２ 出願方法 

（1）出願の制限 

     公立高等学校全日制の課程における再募集との併願はできない。 

   （2）出願期間 

     令和８年３月１３日（金）の午前９時から午後４時まで及び３月１６日（月）の午前９時から正午まで 

   （3）出願手続き 

     再募集志願者は、「第３の３ 出願手続」の項に準じた書類に加え、在籍中学校長等の証明を受けた誓

約書（様式５）を本校の校長に提出する。 

   （4）調査書作成上の注意事項 

     「第３の４ 調査書作成上の注意事項」による。 

 

３ 検査期日 

    令和８年３月１７日（火）午後 （時間は出願時に指定） 

  

４ 検査会場 

   山梨県立甲府支援学校 

    甲府市下飯田二丁目１０－３    電話（０５５）２２６－３３２２ 

 

５ 検査内容 

    作文及び面接 

 

６ 選抜の方法 

   本校の校長は、中学校長又は保護者から提出された志願者の健康診断票その他必要な書類と再募集にあ

たって実施する検査の結果を資料として総合判定し、選抜する。 

 

７ 入学許可予定者の発表 

    令和８年３月１９日（金）午前１１時、山梨県立甲府支援学校において入学許可予定者の受検番号を発表

し、本校のホームページに掲載するとともに、入学許可予定者に通知する。 

 

８ 出願上の留意事項 

     志願者は、令和７年１２月２６日（金）までに、山梨県立甲府支援学校の教育相談を予め受けるものとす

る。（本校中学部を令和８年３月卒業見込みの者を除く。） 

 

第８ 特別な配慮が必要な生徒の受検 

１ 申し出 

   中学校長等は、受検の際や入学後において特別な配慮が必要と判断される生徒がいる場合、あるいは検査

等に際して周囲の受検者への影響が懸念される生徒がいる場合には、本校の校長にできる限り早期に申し出

又は相談することとする。（本校中学部を令和８年３月に卒業見込みの者を除く。） 

 

２ 手続 

   １により申し出等を受けた学校長が必要と判断した場合は、中学校長等は、特別な配慮を必要とする受検

者について、「特別な配慮が必要な生徒に関する事情説明書」（様式１）を提出すること。この場合、本校

の校長は、必要に応じて山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課長と協議するものとする。 

 



 

 

第９ 障害及び疾病により、検査会場での受検ができない場合の対応 

１ 申し出 

   障害及び疾病により、家庭や病院等で受検する必要がある生徒がいる場合は、中学校長等は本校の校長に

できる限り早期に申し出る。（本校中学部訪問学級を令和８年３月卒業見込みの者を除く。） 

 

 ２ 手続 

(1)  １により申し出等を受け、本校の校長が必要と判断した場合に、志願者は中学校長等を経由して、診

断書や病状を踏まえた受検が可能という医師の判断がある書面等、根拠となる書類を提出する。 

(2)  本校の校長は、中学校長等からの申し出の内容や提出書類等を基に、病院又は自宅等に係員（教職員）

を派遣しての選抜検査の実施を判断する。 

(3)  係員（教職員）を病院又は自宅等に派遣して、実施可能な検査内容を実施する。 

(4)  本校の校長は、中学校長等又は保護者から提出された志願者の健康診断票その他必要な書類と実施す

る検査の結果を資料として総合判定し、選抜する。（検査を受けることができなかった場合は、健康診

断票その他必要な書類を資料として総合判定する。） 

 

第１０ 検査結果の開示 

１ 入学者選抜検査の結果の開示方法 

※簡易な手続きによる保有個人情報の提供（以下「簡易提供」という。）とする。 

(1) 提供内容 

     学力検査の科目別得点及び得点合計、面接並びに生活動作検査の評価の段階とする。なお、再募集の

結果については、実施する各検査等の評価の段階とする。 

(2) 提供場所 

     山梨県立甲府支援学校 

  (3) 提供方法 

➀ 簡易提供の申出に基づき、「簡易提供用成績一覧表」の閲覧による。 

➁ 山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例第１９条の規定に基づく簡易提供の申出は、本人に限 

るものとする。 

➂ 簡易提供の申出は、本人が申出生年月日及び申出者の氏名を記載した書面の提出により行うものと

する。本人であることの確認は、受検票を提示して行う。 

(4) 提供期間 

令和８年３月１２日（木）から令和８年４月９日（木）まで（「土曜日、日曜日及び祝日」を除く。）

とし、受付時間は午前９時（発表当日は発表後）から午後４時までとする。 

なお、再募集の結果については、令和８年３月１９日（金）から令和８年４月１７日（金）まで（「土

曜日、日曜日及び祝日」を除く。）とする。  

 

２ 調査書等の開示方法 

   個人情報の保護に関する法律第７７条の規定に基づき、書面により、「県民情報センター（山梨県庁別館

２階）」、「各地域医県民センター（中北、峡東、峡南、富士・東部）」に開示請求を行う。 

 

 

第１１ その他 

１ 特別支援学校長は、選抜の結果を直ちに教育長に報告する。 

 ２ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 


